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	定年格差広がる！知識を得て自己防衛

８月３０日（土）第４回「定年力検定」

全国一斉開催


「後期高齢者医療制度」「振り込め詐欺救済法」など最近でも、様々な法律が改正された。
しかし、制度の内容を理解していない人が多いため、様々な弊害や事件が起こった。
原因は、知っているか知らないかだけの差だけである。

団塊世代の大量定年退職期を迎えている中、年金問題や離婚時の年金分割や高齢者をターゲットにした金融トラブルが増加し、不安や疑問を抱いている人も多い。

知識を身につけているかいないかで、知識的な格差および経済的な格差いわゆる定年格差が、ますます顕著に現れる。

そこで年金や保険、税金など暮らしに役立つ経済的知識を身につけてもらい、充実したセカンドライフを過ごしてもらうことを目的として、定年退職後に必要な基礎知識を問う「定年力検定」が８月３０日に全国主要都市１６会場で一斉に行われる。

同検定は、過去にも532人が受検し364人が合格。合格率は約７０％となっている。第4回検定への問合せも、様々な媒体を通じて知った方から「受検したい」など反響が大きく、既に100名を超えている。

受検者を年代別に見てみると、実際に定年が関わっている50・60歳代が過半数を占める結果となった。その一方で、60歳前後の親を持つ30歳台が受検者の20％となっており、定年を迎える親のためにと受験した人や、「定年」と言う言葉にこだわらず身につけておくべき知識として受検した人も多かった。

４回目となる今回の検定は８月３０日に開催決定。全国主要都市で、各会場定員５０名程度で行なわれる予定。これに伴い事前講習会が8月30日にちよだプラットフォームスクウェアで行われる。（http://www.yamori.jp/）
開催会場の問い合わせ、願書・事前講習会の申込は、ハルカコンサルティングファームLLP
（電話番号090－6168－3294）　担当生野逸夫（しょうのいつお）まで

　検定申込締め切り８月１０日

事前講習会（当日午前中）と検定のお申し込みは下記サイトで要領をご覧ください。

http://harukateinen.cocolog-nifty.com/blog/4830sun/index.html
追伸）

年金にしろ、退職金にしろ、ボーナスにしろ、年功序列にしろ、昔は当たり前とされていたことが当たり前でない時代になっています。自分の生活は自分で守らないと誰も守ってはくれません。自分で自分を守るためには経済的な知識は不可欠です。本検定を実施することによって、公共の福祉の増進に寄与していきたいと考えます。当日試験会場での取材も受付しております。ぜひ取材をお願します。

定年力検定の概要　

主催：内閣府認証特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）日本定年力検定協会

　検定内容：年金・保険・資産運用・不動産・税金・贈与相続　６科目　１２０問

　　　　　　３択１問５点　１科目２０問　１科目１００点満点で７０点以上が合格

　　　　　　各科目で50点未満の科目があれば足切り
　　　　　　検定料３，０００円　　試験時間　約2時間

合格者に対しては、検定１ヶ月後に認定書を送付。

定年力検定　出題例
【年金】国民年金保険料を原則納付できない場所は（　　　　）である。

①コンビニエンスストア　　　②郵便局　　　③市町村役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解答：③

【保険】「がん保険」はがんによる入院や手術などを保障の対象としているが、契約から（　　　　）以内にガンと診断された場合、保険金は支給されない。

①１ヶ月　　　②３ヶ月　　　③６ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解答：②

　
【税金】退職所得とは、退職金など退職により一時に受ける給与で、所得税の対象となるが、年金形式で受け取る場合（　　　　）となる。

①一時所得　　　②給与所得　　　③雑所得　　　　　　　　　　　　　　　　　　解答：③

【贈与相続】ワープロやタイプライター、ビデオテープを利用した遺言は（　　　　）である。

①すべて有効　　　②すべて無効　　　③ビデオテープのみ有効　　　　　　　　　　　　　　　　　解答：②
なお、下記サイトの「定年力あれこれ」では練習問題など、定年力検定に関係する記事を扱っています。　http://harukateinen.cocolog-nifty.com/blog/
検定受検者の受検動機　

· あまりお金はないけど知識として知っておきたい。

· 実際に知らなくて悔しい思いをしたことがあったので。

· 最低限の常識、日常生活の中で非常に大事な知識と

思ったので。

· 将来に向けて色々な知識が必要だが、このような知識が

本当に大切。

· いずれ皆に関わってくることなので、一つの知識として

身に付けておいた方が良いと思った。　　　　　　　　　　　　　　　　　検定風景

検定に関する問い合わせ先
（認定募集機関名）ハルカコンサルティングファームLLP
 ハルカLLP公式サイト　http://www.haruka-consul.com/
（住所）〒101-0054　東京都千代田区神田錦町3‐21
（電話番号）090－6168－3294　　MAIL      yachtman@mbn.nifty.com
　　　 担当者    生野 逸夫（しょうの いつお）
